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第１  第１次から第３次までの京都市生活安全基本計画の概要 
 
京都市では、平成１１年４月に施行した「京都市生活安全条例」に基づき、生活安全施

策を総合的かつ計画的に推進するための柱となる「京都市生活安全基本計画」を策定し、

市民及び国内外から観光や仕事、通学、買物等で京都市内に滞在されている方々が、安心

して生活・滞在できる「だれもが安心してくらせるまちづくり」を進めています。 
 

第１次京都市生活安全基本計画  

【計画期間】 

平成１２年度から平成２１年度まで 

※次期計画を京都市基本計画「京プラン」に合わせて平成２３年度からのスタートと

するため、第１次計画を２２年度まで１年延長 

【計画推進の基本的な考え方】 

１ 自らを守る意識の高揚 

２ 連携・ネットワークの確立 

３ 「生活安全推進協議会」の設置 

 

第２次京都市生活安全基本計画 

【計画期間】 

平成２３年度から平成３２年度まで 

【計画推進の基本的な考え方】 

１ 自らを守る意識の高揚 

２ 連携ネットワークの充実 

３ 区が共汗でバックアップ 

※  平成２６年に京都府警察と「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐる

み推進運動」(以下、「世界一運動」という。)に係る協定を締結し、運動を展開した。 

 

第３次 令和３年８月策定 

【計画期間】 

令和３年度から令和７年度まで 

【計画策定の趣旨】 

１ 一人一人の防犯・交通事故防止の意識の高揚 

２ 犯罪や交通事故の発生の未然防止 

３ 被害拡大防止のための対応、被害に遭われた方への支援 

【重点戦略】 

１ 犯罪抑止・子交通事故暴徒のための環境づくりの推進 

２ 地域における「見せる防犯」の拡大～防犯活動の活性化～ 

３ 新たな社会情勢の変化に対応した取り組みの推進 

※  令和３年、「世界一運動」に係る協定を再締結し、第３次計画における防犯面の主

力事業の一つと位置付けた。 

※ 令和８年１月２７日、「世界一運動」に係る永続的な協定を締結し、今後、「世

界一運動」の「運動プログラム」については、２年ごとに見直しながら多様化する

犯罪情勢に対応するものとして策定した。 
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第２  京都市域での刑法犯の認知件数の推移（令和７年は暫定値） 

 

全国的には、平成１４年に戦後最悪の認知件数となったが、その後は減少傾向にある。 

京都市においても、平成１６年をピークに減少傾向にある。令和２年のコロナによる行

動制限等の影響を受け、いったん大きく減少したものの令和４年の規制緩和に伴い増加

傾向に転じている。 

(令和６年８，０８０件に対し、令和７年８，３５３件の２７３件増、前年比３．４％

増) 
 
 別図参照 
 
 
傾向として、特殊詐欺については、架空料金請求詐欺の手口で、ＳＮＳを通じての投資

詐欺やロマンス詐欺などの被害が昨年比で大幅に増加し、被害については、令和４年から

件数・被害額共に増加傾向に転じており、特に令和７年中の被害は認知件数の増加に加え、

被害額は約１９億円と過去最悪となるなどするなど、深刻な情勢が続いている。 

ストーカー事案の相談等件数及び配偶者からの暴力事案等の相談等件数が増加傾向にあ

るほか、児童虐待又はその疑いがあるとして警察から児童相談所に通告した児童数が過去

最多に上るなど、注視すべき状況となっている。 

また、ＳＮＳで実行犯を募集する手口が特殊詐欺のみならず強盗等にまで拡大して、匿

名・流動型の犯罪が増えるなど、市民の体感治安を著しく悪化させる状況となっている。 

 

 

 

第３  京都市域での交通事故発生件数の推移（令和７年は暫定値） 
 
令和７年における、京都市内の交通事故の状況は、発生件数は２，３１２件（前年比１．

０％増）、負傷者数は２，５８７人（前年比０．２％増）と増加した。 

死者数については、昨年から３人増加し２４人（前年比１４．３％増）となった。高齢

者の死者数は前年比で４人（Ｒ６：８人⇒Ｒ７：１２人）増加し、死者数（Ｒ７：２４人）

に占める高齢者（Ｒ７：１２人）の割合も５０．０％（前年比２８．８％増）まで増加して

いる。 

今なお多くの尊い命が交通事故で失われていることには変わりなく、高齢運転者による

事故、こどもが犠牲となる痛ましい事故が後を絶たない現実を踏まえれば、交通事故情勢

は依然として厳しい状況にある。 

また、新しいモビリティである特定小型原動機付自転車の事故発生件数は６件（Ｒ６：

２件⇒Ｒ７：６件）と増加し、５件は軽傷事故であるが、１件重傷事故（伏見区）が発生

している。 

 
 別図参照 
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第４  市民アンケート結果 
 
次期基本計画の策定に向け、次期計画の在り方を検討する資料を作成することを目的に

市民アンケートを実施した。 

 

 調査実施期間 令和７年２月３日～令和７年２月２８日 

 調査方法   インターネット調査 

 回答者数   ８７６人 

 

調査概要については、別添のとおり 
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第５  政策評価 
 
令和７年度の「市民生活の安全」分野における政策評価結果は、総合評価としてＢ評価

となっている。 

 

「客観指標評価」においては、「交通事故死者数」の減少や、市民・行政・警察等が一体

となり、年齢層に応じた様々な防犯・交通安全啓発を実施したことや、教育・啓発を積極

的に実施してきたことが市民の関心・理解の向上につながったことでａ評価となっている。 

 

一方で、「市民生活実感評価」においては、特殊詐欺や SNS 詐欺を始めとする犯罪被害が

増加傾向にあることや、匿名・流動型と言われる「闇バイト」による強盗事件など市民生

活を脅かす多種多様な犯罪に関するニュースが日常的に報道されることを受け、デジタル

化の急速な進展に伴いトラブルが複雑化・多様化していることも相まって、市民の間にこ

れらの犯罪等が身近に起こりうるという不安感があり、Ｃ評価となっている。 

 

  

 
令和７年度 政策評価結果 ２７政策の評価票 ４「市民生活の安全」から引用 

 

 

 

 
客観指標評価はａ評価となったが、市民生活実感評価がｃ

評価となったため、総合評価結果はＢ評価となった。 
 引き続き、犯罪の減少が市民の体感治安の向上につながっ

ていない状況を踏まえ、令和３年度に策定した第３次京都市

生活安全基本計画に基づき、「見せる防犯」の普及促進等の

様々な取組を展開する。また、悪質化・巧妙化する消費者ト

ラブルに対する被害の防止・救済に向けて、市民の多様な特

性に配慮した、迅速かつきめ細かな情報提供や啓発活動等に

取り組むことで、すべての人が安心して安全に暮らせる社会

の実現を目指していく。 
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第６  京都市市民生活実感調査 
 

市の政策評価制度の一環として、市基本計画に掲げる政策・施策がどの程度達成されて 

いるかについて市民の方々の実感を把握するため、生活実感、政策重要度、市政関心度、 

幸福実感、自由記述、の５項目の調査を平成１６年度から毎年、市が行っているもの。 

 

 生活実感については、顕著な変化はないが、「地域のつながり」「近所のあいさつ」「自治

会かつどう」などで減衰傾向がみられ、政策重要度では「市民生活の安全」に対する関心

が依然高い。 

 

Ｑ 町内会・自治会などの地域の組織の活動が盛んである。 

 (令和６年:市民・事業者等により、地域の防犯・交通安全活動が盛んに行われている。) 

 平成２５年 令和元年 令和６年 

そう思う １１．１ １２．２ ３．７ 

どちらかというとそう思う ３４．８ ３２．８ ２３．１ 

どちらとも言えない ３０．４ ２９．４ ４８．７ 

どちらかというとそう思わない １４．０ １２．８ １６．６ 

そう思わない ６．０ ８．１５ ７．２ 

 

 

Ｑ 地域のひとが、環境や子育て、青少年の育成などの地域の課題に、自分たちで取り組

んでいる。 

 (令和６年:自治会・町内会等が、防災、防犯、見守り活動、町内美化等、地域のための

取組を行っている。) 

 平成２５年 令和元年 令和６年 

そう思う ４．８ ４．４ ５．５ 

どちらかというとそう思う ２６．１ ２６．７ ２９．８ 

どちらとも言えない ３５．３ ３３．８ ３８．６ 

どちらかというとそう思わない １６．８ １６．７ １７．９ 

そう思わない ７．２ ９．９ ６．６ 

 

  

 

Ｑ 犯罪や事故など万が一のことがあっても、お互いに助け合えるまちである。 

  （令和６年：相当する設問の設定が無い。） 

 平成２５年 令和元年 令和６年 

そう思う ３．９ ５．８ － 

どちらかというとそう思う ２６．５ ２７．４ － 

どちらとも言えない ３７．５ ３７．４ － 

どちらかというとそう思わない １６．８ １４．０ － 

そう思わない ９．０ ９．２ － 
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Ｑ 事故や犯罪を防ぐための自治会や警察、京都市などの取組により、安全にくらせるま

ちになっている。 

  （令和６年：相当する設問の設定が無い。） 

 平成２５年 令和元年 令和６年 

そう思う ６．７ ７．４ － 

どちらかというとそう思う ３３．９ ３７．６ － 

どちらとも言えない ３５．３ ３２．５ － 

どちらかというとそう思わない １３．４ １０．８ － 

そう思わない ５．５ ７．５ － 

 

 

Ｑ  子どもたちが安心して過ごせる居場所や遊び場が身近にある。 

   （令和６年：相当する設問の設定が無い。） 

 平成２５年 令和元年 令和６年 

そう思う ６．９ ７．２ － 

どちらかというとそう思う ２７．２ ２８．１ － 

どちらとも言えない ２８．６ ２９．０ － 

どちらかというとそう思わない １７．７ １６．４ － 

そう思わない １１．１ １０．８ － 

 

 

Ｑ 地域のつながりが福祉活動や防犯・防災の取組に役立っている。 

 (令和６年:地域のつながり、交流が深まり、犯罪等の心配が少なく、安心して安全にく

らせるまちとなっている 。) 

 平成２５年 令和元年 令和６年 

そう思う ６．５ ６．３ ２．７ 

どちらかというとそう思う ３３．０ ３３．３ ２７．３ 

どちらとも言えない ２８．３ ３２．６ ４２．１ 

どちらかというとそう思わない １４．７ １１．０ ２０．９ 

そう思わない ５．３ ４．７ ５．５ 

 

 

 

Ｑ 地域の一員として安心してくらせるまちになっている。 

（令和６年:近所で日頃からあいさつが行われるなど、人と人とがつながり、安心して暮

らせる地域になっている。） 

 平成２５年 令和元年 令和６年 

そう思う １０．７ １０．８ ４．３ 

どちらかというとそう思う ４１．２ ４２．０ ２６．８ 

どちらとも言えない ２７．５ ２９．３ ３８．２ 

どちらかというとそう思わない １１．８ １０．２ １９．６ 

そう思わない ４．７ ４．５ １０．４ 
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Ｑ 多様なＮＰＯやボランティア組織と町内会・自治会などの地域の組織が協力して活動

している。 

 平成２５年 令和元年 令和６年 

そう思う ７．９ １０．５ ２．７ 

どちらかというとそう思う ３２．２ ３５．６ ２２．２ 

どちらとも言えない ３１．２ ２８．９ ４２．７ 

どちらかというとそう思わない １１．７ １４．０ ２２．８ 

そう思わない ５．８ ４．４ ７．８ 

 

 

Ｑ  悪質商法などによる消費者被害を防止し、被害を救済するしくみが整っている。 

 平成２５年 令和元年 令和６年 

そう思う ２．８ ２．９ ３．３ 

どちらかというとそう思う １７．３ １７．６ １６．６ 

どちらとも言えない ３９．８ ４４．８ ４７．９ 

どちらかというとそう思わない １８．７ １７．４ ２１．９ 

そう思わない ８．４ ９．４ ９．２ 

   

  

 

Ｑ  消費生活に関する情報や知識を備えた自立した消費者が増えている。 

 平成２５年 令和元年 令和６年 

そう思う ４．９ ４．８ ２．７ 

どちらかというとそう思う ２９．４ ２７．２ ２８．３ 

どちらとも言えない ３９．１ ３９．０ ４５．６ 

どちらかというとそう思わない １０．９ １３．５ １８．５ 

そう思わない ５．４ ７．６ ３．５ 

 

   

Ｑ 政策の重要度 

 

 平成２５年 令和元年 令和６年 

市民生活とコミュニティ ８４．１ ８０．８ ５２．０ 

市民生活の安全 ９０．４ ８８．４ ７８．９ 
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第７  世論調査 

 

 内閣府実施の社会意識に関する世論調査（令和６年１０月調査）では、現在の日本の状

況について、良い方向に向かっていると思われるのは、どのような分野か聞いたところ「治

安」（１５.１％）は４位であった。令和２年の調査結果と比較してみると、「治安」（２５.

６％→１５.１％）を挙げた者の割合が低下している。 

一方、悪い方向に向かっている分野では、「治安」（３７.１％）は５位であった。令和２

年の調査結果と比較してみると、「治安」（１９.３％→３７.１％）を挙げた者の割合が増

加している。 

 

 
 
 Q 良い方向に向かっていると思われるのは、どのような分野についてでしょうか。 
「治安」の数値 

 平成１０年 平成２５年 令和２年 令和６年 
総数 １５．１ １７．３ ２５．６ １５．１ 
男性  １８．３ ２８．８ １８．２ 

女性  １６．４ ２３．０ １２．４ 

 
 Q 悪い方向に向かっていると思われるのは、どのような分野についてでしょうか。 
「治安」の数値 

 平成１０年 平成２５年 令和２年 令和６年 
総数 １８．８ ２３．３ １９．３ ３７．１ 
男性  ２４．０ ２２．３ ３８．２ 
女性  ２２．７ １６．９ ３６．２ 

 

「交通秩序」については、良い方向に向かっていると思われる（１２.８％）は８位であ

り、令和２年の調査結果と比較してみると、「交通秩序」（１６.４％→１２.８％）を挙げ

た者の割合が低下している。 

悪い方向に向かっていると思われるは、「交通秩序」（１１.４％）は２０位であり、令和

２年の調査結果と比較してみると、「交通秩序」（１０.６％→１１.４％）を挙げた者の割

合が微増している。 
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第８  市民意見の募集について 
 

１ 市民意見募集の実施について 

⑴ 募集期間 

   令和８年１月１５日（木）から令和８年２月１６日（月）まで 

  

⑵ 周知方法 

  ・京都市情報館（ホームページ）掲載  

  ・京都市公式 SNS（LINE、X、Facebook、YouTube）掲載  

  ・京都市職員に対し全庁掲示板に掲載  

  ・大学生への周知  

   学生向けアプリ（KYO-DENT）への掲載  

   大学コンソーシアム京都加盟校等へのメール発信  

  ・市民意見募集リーフレットの配布  

   市役所、各区役所・支所、各市立図書館、いきいき市民活動センター、  

   京都府警察、学生防犯ボランティアロックモンキーズ、他関係機関等  

  ・イベント等でのパブリックコメント公募啓発 

京都府警察 年頭視閲式  （令和８年１月１７日）  

東寺東門      （令和８年１月２１日）  

左京区まちづくり交流会 2026  （令和８年２月２４日）  

出前講座     （令和８年２月 ６日） 

 

⑶ 意見募集結果 

  ア 応募者数及び意見数  

     応募者数：６３人  

     団体数： ３団体 

  意見数：１２０件 

 

 イ 御意見をいただいた方の属性  
   ① 年齢   

人 数 割 合 

19 歳以下 ２人 3.2％

20 歳代 １６人 25.4％

30 歳代 ８人 12.7％

40 歳代 ９人 14.3％

50 歳代 ７人 11.1％

60 歳代 ９人 14.3％

70 歳代 １１人 17.5％

無回答 １人 1.5％

合 計 ６３人 100.0％
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   ② お住まい等   
人 数 割 合 

京都市内在住 ５０人 79.4％

京都市内に通学・通勤(市外在住) ６人 9.5％

その他 ５人 7.9％

無回答 ２人 3.1％

合 計 ６３人 100.0％

  
⑷ 御意見の内訳             

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 分野の内訳  

 

 
 
  
 
 
 
 
  

２ 主な御意見と本市の対応  
 

 

  

  

項   目 意見数 

①計画全体について １０件

②計画の推進について １１件

③具体的な施策について ９０件

④その他 ９件

合   計 １２０件

項   目 意見数 

防犯について ３０件

交通安全について ４０件

内容について ７件

その他 ４３件

合   計 １２０件

 件 数  

ビジョン・実施計画に反映させるもの １１件

ビジョン・実施計画に含まれているもの 

また、計画中の取組の更なる充実を求めるもの 
３７件

今後の取組の参考とするもの ５７件

その他 １５件

合   計 １２０件

15
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京都市生活安全ビジョン 資料編 

（第４次防犯・事故防止基本計画） 

令和８年３月 

 

京都市文化市民局文化市民部くらし安全推進課 

〒604-8571 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 

電 話：０７５－２２２－３１９３ 

ＦＡＸ：０７５－２１３－５５３９ 

 


